
１　要 旨

２　内 容

３　創設年度　　平成２０年度　

　　

４　実施主体　　市町村 （補助率　　国：１／３）

※健康相談について

【重点健康相談】
　市町村は、選定した重点課題に関し、知識経験を有する医師、歯科医師、保健
師、管理栄養士、歯科衛生士等を担当者として、健康に関する指導及び助言を行
う。また、必要に応じ血圧測定、検尿等を実施する。
　　○　高血圧
　　○　脂質異常症
　　○　糖尿病
　　○　歯周疾患
　　○　骨粗鬆症
　　○　女性の健康
　　○　病態別（肥満、心臓病等）

【総合健康相談】
　総合健康相談は、対象者の心身の健康に関する一般的事項について、総合的な
指導・助言を行うことを主な内容とし、重点健康相談と同様の方法により実施する。

健康増進事業の概要

　平成２０年度からの医療制度改革において、「老人保健法」の改正により、これまで
市町村(特別区を含む。以下同じ）が担ってきた老人保健事業のうち、医療保険者等
に義務づけられない事業については、市町村が健康増進法に基づき実施することとさ
れたところである。
　壮年期からの健康づくりと、脳卒中、心臓病等の生活習慣病の予防、早期発見、早
期治療を図るとともに、住民の健康増進に資することを目的とする。

　市町村が行う、①健康手帳の交付②健康教育③健康相談④健康診査⑤機能訓練
⑥訪問指導の事業に対して、都道府県が補助する事業及び指定都市が行う上記事
業の国庫補助を行う。
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保健指導における

アルコール使用障害スクリーニング（ＡＵＤＩＴ）と

その評価結果に基づく

減酒支援（ブリーフインターベンション）の手引き

【作成】厚生労働省科学研究費補助金 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病総合研究事業
「わが国における飲酒の実態把握およびアルコールに関連する生活習慣病とその対策に関する総合研究」

（研究代表者：樋口進 国立病院機構久里浜医療センター病院長）

Ｑ）アルコール使用障害同定テスト（ AUDIT: Alcohol 
Use Disorders Identification Test）とは？

Ａ）アルコール問題のスクリーニングの一つ。 WHO
が問題飲酒を早期に発見する目的で作成したもの
で、世界で最もよく使われています。

Ｑ）減酒支援（Brief Intervention）とは？

Ａ） 対象者の特定の行動（この場合は飲酒行動）に変
化をもたらすことを目的とした短時間のカウンセリング。
海外では活発に用いられています。

「危険な飲酒や有害な飲酒に対するスクリーニングおよびブリーフインターベンション」は、
WHOが2011年に採択した「アルコールの有害な使用を低減するための世界戦略」において推奨されています。

“オーディット”

スクリーニング ブリーフインターベンション

健康増進事業
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